（様式５号）
企画提案書
令和　　年　　月　　日
（宛先）防府市長　
所在地
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　
　防府市基幹相談支援センター運営業務について、防府市基幹相談支援センター運営業務に係る公募型プロポーザル方式による業者選定実施要領に基づき、企画提案書を提出します。
　なお、本書及び企画資料の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。また、本企画提案を受けて、契約締結に係る仕様書に変更があることを承知します。
記
　業務名　　　　　　防府市基幹相談支援センター運営業務
実施主体　　　　　　防府市
　業務開始・終了日　　令和８年　月　日から令和１１年３月３１日
　　　　　　　　　　　（業務開始日については別添仕様書を参照）
【連絡先】
担当者所属・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＦＡＸ番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電子メール　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	１　法人の業務実績
業務が複数ある場合は、全て記載すること。
業務年数には、事業開始日、年数（○年○ヵ月）を記載すること。
※令和８年４月１日時点

	（１）同種業務の実施状況

	同種業務
	事業所名
	業務年数

	基幹相談支援センター
	　
	　

	障害者相談支援事業（委託）
	　
	　

	指定一般相談支援事業
	　
	　

	指定特定相談支援事業
	　
	　

	（２）類似業務の実施状況　　※相談支援に限らず記載すること

	類似業務
	事業所名
	分野
	サービス事業名
	業務年数

	相談支援事業（障害福祉分野以外。保健・医療・高齢・就労・教育分野等）
	　
	　
	　
	　

	直接支援事業（障害者支援施設、障害福祉サービス事業等）
	　
	　
	　
	　

	その他の高齢・児童・就労・教育関連業務
	　
	　
	　
	　

	２　実施体制

	（１）基本方針　

	①受託を希望する理由
	　

	②業務の実施にあたっての基本的な考え方
	　

	（２）管理体制、方針

	①指揮命令、責任体制及び運営体制について
	　

	②緊急時対応について
	　

	③苦情処理について
	　

	④個人情報保護・守秘義務遵守の取組について
	　

	⑤従事者の質の確保・向上の取組について
	　

	⑥中立・公平な運営について
	

	（３）配置計画（従事者の数、従事者ごとの資格及び経歴）
同種・類似業務に従事した経歴があれば、その時期と年数について記入すること。

	配置職員
	資格
	経歴
	性別

	管理者
（常勤・非常勤）
	　
	　
	　

	主任相談支援専門員
（管理者との兼務　有・無）
	　
	　
	　

	相談支援専門員
	　
	　
	　

	相談支援員
	　
	　
	　

	※ 相談支援専門員の資格については、直近に受講した「障害者相談支援従事者初任者研修」、「障害者相談支援従事者現任研修」又は「主任相談支援専門員研修」の修了証書の写しを正本に添付すること。（本写しについては、企画提案書のページ数にはカウントしない）

	

	

	（４）実施場所・方法

	①設置予定場所
（住所・エリア等）
	　

	②相談者への配慮と工夫
（相談しやすい環境等）
	　


	３　業務の実施方針　
※以下について、仕様書に基づき具体的に提案・記述すること。

	(１)地域の相談支援体制の強化に関すること
・相談支援事業者等への専門的な指導・助言
・相談支援事業者等の人材育成の支援
（相談支援専門員を対象とした研修など）

	　


	(２)防府市と協働した協議会（全体会・専門部会等）の運営等による地域づくりの取組に関すること
・地域課題解決に向けた取組　

	　

	(３)本市や他の関係団体等との連携に関すること

	

	(４)権利擁護及び虐待防止に関すること
・基幹相談支援センターとしての具体的取組の提案

	　


	(５)障害者の地域移行及び地域定着のための取組に関すること
・地域移行や地域定着を進めるための方策

	

	(６)広報活動
・防府市基幹相談支援センターを広く周知するための具体的方法



	　

	４　提案金額
業務開始から終了日までの間の総額について、消費税相当額を含めた金額を提案すること。

	提案金額（３か年総額）
	円
	（※限度額28,500千円）

	内訳
	令和　８年度
	円
	（※限度額9,500千円）

	
	令和　９年度
	円
	（※限度額9,500千円）

	
	令和１０年度
	円
	（※限度額9,500千円）


	※業務に係る給与、職員手当、共済費等の人件費及び旅費、需用費、役務費等の運営費その他事業を実施する上で必要な経費について、業務の委託に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、積算の内訳が分かる内容を添付すること（任意様式）。


【注意事項】
１　この様式を適宜調整して企画提案書を作成すること。提案内容を記載するうえで、行間を増やす、フォントを変える、文字の大きさを変える等の工夫は差し支えない。また、図表等を使用することも差し支えない。また、この様式によらず、任意の様式で上記の項目について企画提案書を作成することも差し支えないが、上記の項目を網羅する必要があること。
２　企画提案書は、様式に関わらずＡ４判を縦に使用し、２５ページ以内とすること（本注意事項を除く。）。必要により、Ａ３判を使用するときは、折り込んでとじることとし、２ページ分のカウントとすること。
３　提案の内容に法人の名称等は記述しないこと。
４　企画提案書は、左とじ２穴ファイルとし、片面印刷と両面印刷の両方を可能とする。また、カラー印刷も可能とする。
５　企画提案書の作成にあたり、本注意事項は、提案内容から削除して印刷することができる。
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